
○ 登 米 市 災 害 時 要 援 護 者 登 録 制 度 実 施 要 綱

平成20年3月26日

告示第  ６６号

(目的)

第１条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者や重度の障害者などの災害時要援護者登録制度

（以下「登録制度」という。）により、災害発生時における要援護者の安否確認や迅速か

つ的確な避難支援を図ることを目的とする。

(定義)

第２条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、災害時における地域

での支援(以下「支援」という。)を希望する者で、支援を受けるために必要な個人情報

を提供することに同意した者をいう。

（１）６５歳以上の一人暮らしの者・高齢者世帯の者

（２）在宅で寝たきり・認知症（おおむね要介護３以上）の者

（３）身体障害者（肢体不自由の障害の程度が１級から２級まで、視覚障害の程度が１級

若しくは２級又は聴覚障害の程度が１級、２級）の者

（４）知的障害者のうち、その障害の程度がA判定、B判定の者

（５）精神障害者のうち、その程度が１級から２級の者

（６）内部障害者

（７）難病者

（８）乳幼児、児童のうち９歳以下の者

（９）その他支援が必要と思われる者

（地域支援者）

第３条 この要綱において「地域支援者」とは、要援護者の近隣に居住し、普段の見守り

や、災害時の情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

（要援護者情報の把握・共有）

第４条 要援護者情報は、次により把握するものとする。

（１） 手上げ方式

災害時要援護者本人が自分の意思で、登録制度に登録する方法。

（２） 同意方式

行政区長、民生委員児童委員、自主防災組織、福祉活動推進員、福祉関係団体などの

協力のもとに要援護者を調査し、本人の同意を得て登録制度に登録する方法。

２ 要援護者情報は、避難支援プランの作成、避難訓練、災害時の安否確認、避難所での

支援などに活用するため、防災関係機関のほか、要援護者の避難時に関係する自主防災

組織・行政区、民生委員児童委員及び地域支援者(以下「自主防災組織等」という。)に

提供するものとする。

(登録の手続)

第５条 市長は要援護者に、災害時等において支援を受けるために必要な個人情報を記載

した、災害時要援護者登録制度登録申請書兼登録台帳（以下「申請書兼登録台帳」とい

う。) (様式１)の提出を求め、要援護者の登録を行うものとする。

２ 要援護者は地域支援者を申請書兼登録台帳に記載する場合は、あらかじめその者の同

意を得なければならない。



３ 市長は、申請書兼登録台帳に地域支援者の記載がない場合は、自主防災組織等に当該

要援護者の情報を提供し、地域支援者の選出を依頼するものとする。

４ 自主防災組織等は、前項の依頼があった時は速やかに地域支援者の選出に協力するも

のとする。

(登録台帳の保管)

第７条 登録台帳の原本は市長が保管し、原本の写を要援護者のほか自主防災組織等がそ

れぞれ保管するものとする。

（避難支援プラン）

第８条 要援護者の、迅速な情報伝達・避難支援のため災害時要援護者避難支援プラン（以

下「避難支援プラン」という。）（様式２）を作成するものとする。

(自主防災組織等による支援)

第９条 自主防災組織等は、要援護者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(１) 災害時における安否確認、避難誘導、救出活動等

(２) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(個人情報の保護義務)

第10条 自主防災組織等は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘

密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。

２ 自主防災組織等は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が

支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

３ 自主防災組織等は、登録台帳を紛失したときは、速やかに、市長に報告しなければな

らない。

(登録事項の変更)

第11条 要援護者又は地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは

直接、又は自主防災組織等を通じて市長に報告するものとする。

２ 市長は、前項の報告により申請書兼登録台帳記載事項に変更が生じたことを知ったと

きは、申請書兼登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、要援護者及び自主防災組

織等に連絡するものとする。

(制度の周知)

第12条 市長は、広報誌等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

２ 自主防災組織等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から適用する。



様式１

災害時要援護者登録制度登録申請書兼登録台帳

登 米 市 長 様

私は、災害時要援護者登録制度の趣旨に賛同し、同制度に登録することを希望します。

また、私が届け出た下記個人情報を、登米市が自主防災組織、行政区長、民生委員児童委員、消防

署、消防団、警察署に提供することを承諾します。

平成  年  月  日

1 名簿登録者 行政区名

フリガナ

氏  名 印（男・女）
生年月日

自   宅

携帯電話
住  所 登米市

ＦＡＸ

要介護度

障害者手帳の有無

要介護度：  要支援 １ ・ ２  要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・

なし

障害者手帳の有無：  あり ・ なし  （手帳名              ）

代理記載及び

代理申請の場

合

氏名 登録者との関係

2 家族構成及び連絡先 ※ 事前に同意を得て、家族について記載してください。

氏    名 続柄 勤務先等 携帯電話等

家  族

3 家族以外の緊急連絡先 ※ 事前に同意を得て、親戚等について記載してください。

氏    名 住    所 電話番号

親  戚

知人等

勤務

先等



4 地域支援者 ※ 事前に同意を得て、支援者等について記載してください。

登録者との関係

住    所 希望連絡方法 電話 ・ＦＡＸ

フ リ ガ ナ 自宅・携帯電話

職場電話
氏   名 印（男・女）

Ｆ Ａ Ｘ

登録者との関係

住    所 希望連絡方法 電話 ・ＦＡＸ

フ リ ガ ナ 自宅・携帯電話

職場電話
氏   名 印（男・女）

Ｆ Ａ Ｘ

登録者との関係

住    所 希望連絡方法 電話 ・ＦＡＸ

フ リ ガ ナ 自宅・携帯電話

職場電話
氏   名 印（男・女）

Ｆ Ａ Ｘ

登録者との関係

住    所 希望連絡方法 電話 ・ＦＡＸ

フ リ ガ ナ 自宅・携帯電話

職場電話
氏   名 印（男・女）

Ｆ Ａ Ｘ

登録者との関係

5 情    報

血 液 型 Ａ ・ Ｂ ・ Ｏ ・ ＡＢ ： ＲＨ ＋ － 輸血の 可  否

名  称：かかりつけの

医 療 機 関 担当医：                電話番号：

使用している薬

禁 忌 薬 剤

障 害 者 手 帳

保 険 証 等 番 号

必要とする援助

避 難 所

そ の 他 緊急通報システム  （ あり ・ なし ）



様式２

避 難 支 援 プ ラ ン（個別計画）

                          平成  年  月  日作成

住 所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名
（男・女）

電 話行政

区名

民生委員児

童委員 ＦＡＸ

災害時要援護者 （高齢要介護者・一人暮らし高齢者・障害者・その他（      ）

居住建物の構造

普段いる部屋

寝室の位置

特記事項

避難勧告・安否確認の伝達者・問合せ先

その他

避難場所・避難経路

※避難支援プラン（個別計画）は、登録申請書兼登録台帳の内容及び本様式内容とする。


